
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）（
人
事
課
）

１

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
の
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
〇
・
六
二
月
分
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

●

教
育
長
の
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
〇
・
二
七
月
分
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

●

常
勤
監
査
委
員
の
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
〇
・
一
四
月
分
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

●

公
営
企
業
管
理
者
の
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
〇
・
二
八
月
分
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
五

号
）（
人
事
課
）

１

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
及

び
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
、
労
働
委
員
会
の
会
長
、
公
益
委
員
、
労
働
者
委
員
及
び
使
用

者
委
員
並
び
に
監
査
委
員
の
議
会
選
出
委
員
及
び
識
見
者
委
員
の
月
額
報
酬
制
に
つ
い
て
、
日
額
報

酬
制
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

１
の
委
員
等
の
一
箇
月
当
た
り
の
報
酬
額
は
、
当
分
の
間
、
現
行
の
報
酬
月
額
を
上
限
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
条
例
第
四
十
六
号
）

（
健
康
増
進
課
）

１

子
宮
頸
が
ん
並
び
に
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
ｂ
型
及
び
肺
炎
球
菌
に
よ
る
小
児
の
感

染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
の
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、
山

梨
県
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設

置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３

基
金
は
、基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
そ
の
他
基
金
の
管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

５
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

６

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合

に
基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納

付
す
る
も
の
と
し
た
。

条
　
　
　
例

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
…
…
…
…
三

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
条
例
第
四
十
三
号
）（
産
業
人

材
課
）

１

労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、
中
小
企
業
の
事
業
主
等
の
行
う
職
業

訓
練
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
技
能
検
定
試
験
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
、
中
小
企
業
人
材

開
発
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
１
の
施
設
の
名
称
及
び
位
置
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

名
称
　
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

●

位
置
　
甲
府
市

３
　
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理

●

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲

●

指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続

●

休
館
日
、
利
用
時
間
等
の
指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準

●

利
用
料
金

●

事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出

４

経
過
措
置
と
し
て
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
３
●
及
び
●
の
例
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手

続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

５

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
４
に
つ
い
て

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
九
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
四
日

号
外
第
八
十
九
号

金　曜　日
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（ ）一（ ）二

（ ）一

（ ）三

（ ）一（ ）二（ ）三（ ）四（ ）五（ ）六

（ ）三（ ）四



山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

（
設
置
）

第
一
条
　
労
働
者
の
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
を
促
進
す
る
た
め
、
中
小
企
業
の
事
業
主
等
の
行
う

職
業
訓
練
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
技
能
検
定
試
験
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
、
中
小
企
業

人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。

（
名
称
及
び
位
置
）

第
二
条
　
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称
　
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

位
置
　
甲
府
市

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
三
条
　
知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
指
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）

に
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。）
の
管
理
を
行
わ
せ

る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

第
四
条
　
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
利
用
の
承
認
に
関
す
る
業
務

二
　
施
設
及
び
設
備
器
具
の
維
持
保
全
に
関
す
る
業
務

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

（
指
定
の
手
続
）

第
五
条
　
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請

書
に
事
業
計
画
書
そ
の
他
の
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
指

定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
内
容
が
、
セ
ン
タ
ー
の
効
用
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

事
業
計
画
の
内
容
が
、
セ
ン
タ
ー
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
管
理
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

事
業
計
画
の
内
容
が
、
セ
ン
タ
ー
の
平
等
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四

事
業
計
画
に
沿
っ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
た
め
に
必
要
な
人
的
能
力
及
び
経
理
的
基
礎
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

（
休
館
日
）

第
六
条
　
セ
ン
タ
ー
の
休
館
日
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
こ

の
日
が
日
曜
日
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

二

十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
一
月
四
日
ま
で
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
臨
時
に
休
館
日
に
開

館
し
、
又
は
休
館
日
以
外
の
日
に
休
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
時
間
）

第
七
条
　
セ
ン
タ
ー
の
利
用
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及

び
土
曜
日
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
利
用
時
間
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
承
認
等
）

第
八
条
　
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
施
設
又
は
設
備
器
具
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
次
条
並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
利
用
者
」

と
い
う
。）
は
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

第
九
条
　
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
が
前
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

同
条
第
一
項
の
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

（
利
用
料
金
）

第
十
条
　
利
用
者
が
納
付
す
る
利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

２

前
項
の
利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指

定
管
理
者
が
定
め
る
。

３

既
に
納
付
し
た
利
用
料
金
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
は
、
利
用
者
の
責
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
九
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

二



全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
）

第
十
一
条
　
指
定
管
理
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
二
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
報

告
書
を
作
成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
度
の
途
中
に
お
い
て
指
定
管

理
者
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
当
該

年
度
の
当
該
日
ま
で
の
事
業
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
の
状
況

二
　
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
業
務
に
係
る
収
支
の
状
況

三
　
利
用
料
金
の
収
入
の
状
況

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
知
事
が
必
要

と
認
め
る
事
項

（
委
任
）

第
十
二
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
十
条
関
係
）

一
　
会
議
室
、
研
修
室
、
実
習
室
及
び
多
目
的
実
習
場
を
利
用
す
る
場
合

利
用
区

午
　
　
　
前

午
　
　
　
後

夜

全
　
　
　
日

分

午
前
九
時
〜
正
午

午
後
一
時
〜
午
後

午
後
五
時
〜
午
後

午
前
九
時
〜
午
後

施
設
区
分

五
時

九
時

九
時

会
議
室

二
、
五
五
〇
円

三
、
三
七
〇
円

四
、
一
八
〇
円

一
〇
、
一
〇
〇
円

研
修
室
（
第

一
、
七
四
〇
円

二
、
二
四
〇
円

二
、
七
六
〇
円

六
、
七
四
〇
円
　
　
　
　

七
研
修
室
を

除
く
。）

第
七
研
修
室

二
、
三
五
〇
円

三
、
〇
六
〇
円

三
、
七
八
〇
円

九
、
一
九
〇
円

実
習
室

二
、
五
五
〇
円

三
、
三
七
〇
円

四
、
一
八
〇
円

一
〇
、
一
〇
〇
円

視
聴
覚
室
兼

五
、
九
二
〇
円

七
、
八
五
〇
円

九
、
七
九
〇
円

二
三
、
五
六
〇
円

大
研
修
室

多
目
　
全
面

二
、
四
四
〇
円

三
、
二
六
〇
円

四
、
〇
八
〇
円

九
、
七
八
〇
円

的
実
　
　
　

習
場
　
半
面

一
、
二
二
〇
円

一
、
六
三
〇
円

二
、
〇
四
〇
円

四
、
八
九
〇
円

二
　
設
備
器
具
を
利
用
す
る
場
合

品
　
　
　
　
　
　
名

単
位
（
一
回
に
つ
き
）

金
　
　
　
　
　
　
額

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式
　

一
、
五
三
〇
円

備
考
　
電
気
を
使
用
す
る
機
械
器
具
を
持
ち
込
ん
で
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
電
力
量
一

キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
ま
で
ご
と
に
一
〇
〇
円
を
徴
収
す
る
。

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
六
十
二
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
九
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

三



「
百
分
の
三
十
五
」
を
「
百
分
の
二
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分

の
十
四
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
三
十
」
を
「
百
分
の
二
十
七
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号

山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
削
る
。

別
表
教
育
委
員
会
の
項
中
「
月
額
」
を
「
日
額
」
に
、「
二
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
〇
〇

〇
円
」
に
、「
一
八
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
選
挙
管
理
委
員
会
の

項
中
「
一
七
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、「
一
四
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、

五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会
の
項
及
び
公
安
委
員
会
の
項
中
「
二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、「
一
七
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
労
働
委

員
会
の
項
中
「
二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、「
一
七
七
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
三
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、「
一
五
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、「
日
額
」
を
「
同
」

に
改
め
、
同
表
監
査
委
員
の
項
中
「
月
額
」
を
「
日
額
」
に
、「
一
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、

五
〇
〇
円
」
に
、「
二
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
収
用
委
員
会
の

項
中
「
日
額
」
を
「
同
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
第
二
条
の
規
定

に
よ
り
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
人
事
委
員
会
及
び
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
、

労
働
委
員
会
の
会
長
、
公
益
委
員
、
労
働
者
委
員
及
び
使
用
者
委
員
並
び
に
監
査
委
員
の
議
会
選
出

委
員
及
び
識
見
者
委
員
に
支
給
す
べ
き
一
箇
月
当
た
り
の
報
酬
の
額
が
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の

山
梨
県
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な

ら
ば
こ
れ
ら
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
報
酬
額
を
超
え
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
支
給
す

べ
き
一
箇
月
当
た
り
の
報
酬
の
額
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
こ
れ

ら
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
報
酬
額
と
す
る
。

山
梨
県
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号

山
梨
県
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条
　
子
宮
頸け
い

が
ん
並
び
に
ヘ
モ
フ
ィ
ル
ス
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
ｂ
型
及
び
肺
炎
球
菌
に
よ
る
小
児

の
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、

山
梨
県
子
宮
頸
が
ん
等
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を

設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条
　
基
金
に
積
み
立
て
る
額
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
で
定
め
る
。

（
管
理
）

第
三
条
　
基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
繰
替
運
用
）

第
四
条
　
知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利

率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
五
条
　
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
基
金
に
編
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
六
条
　
基
金
は
、
基
金
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に

限
り
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
九
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

四



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
条
例
の
失
効
等
）

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

基
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
国
庫
に
納
付

す
る
も
の
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
十
九
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

五
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平
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二
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十
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二
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